
デイケアさくら （介護予防）通所リハビリテーション 運営規定 

 

（事業の目的） 

 医療法人日章会が開設する南鹿児島さくら病院（以下「事業所」という。）が行う通所リ

ハビリテーション事業（以下「事業」という。）の適切な運営を確保するため、人員及び管

理運営に関する事項を定め、事業所の通所リハビリテーション従事者が、要介護者等に対し、

適正な通所リハビリテーション事業を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介

護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う 

 

（事業所の名称等） 

 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりする。 

１．名称  デイケア さくら 

２．所在地 鹿児島市南郡元町 24－15 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

（１）管理者  医師 1名 

管理者は、事業所の従事者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に

行うとともに、医師として、利用者の通所リハビリテーション計画の作成等を行う。 

（２）通所リハビリテーション従事者 

医師      １名 

理学療法士等  １名（常勤） 

医師及び理学療法士は、共同して利用者に応じた具体的な通所リハビリテーショ

ン計画の作成を行う。 

看護職員  

 准看護師   １名（常勤） 

介護職員    4名（常勤） 

理学療法士、看護職員及び介護職員は、指定通所リハビリテーションの提供に当

たる。 

 

（１） 事務職員    若干名 

事業所の経理の事務等を行う。 

 

 



（営業日及び営業時間） 

１．営業日   月曜日から土曜日までとする。ただし、祝日及びお盆 8月 14日、15日年

末年始 12月 31日から 1月 3日までを除く。 

２．サービス提供時間  1単位は午前 9時 30分から午後 3時 45分まで 

            2単位は午前 9時～11時まで 

            3単位は午前 11時～午後 1時まで 

            4単位は午後 1時 30分～午後 3時 30分まで 

            5単位は午後 3時 30分～午後 5時 30分まで 

 

３．営業時間   午後８時 30分から午後 5時 30分までとする。 

 

（通所リハビリテーションの利用定員） 

当該事業所における指定通所リハビリテーションの利用定員は、 

1単位は 33人以内、2単位は 10人以内、3単位は 10人以内、4単位は 10人以内 

  5単位は 10人以内とする。 

 

（通所リハビリテーションの内容及び利用料） 

 指定通所リハビリテーションの内容は次のとおりとし、指定通所リハビリテーションを提

供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サー

ビスであるときは、その１割又は２割又は３割（所得に応じて）の額とする。 

（１） 指定通所リハビリテーション 

（２） 入浴介助 

（３） 送迎 

 

（その他の費用） 

１．食材料費    １食当たり    ０円 

  食事提供費   １食当たり  ５００円 

２．おむつ代  紙オムツ Ｍ１枚 １５０円 

             Ｌ１枚 １７０円 

        尿取りパット１枚  ３０円 

        ﾘﾊﾋﾞﾘパンツ １枚 ２００円 

３．特別浴              ０円 

 

 

（通常の事業の実施地域） 

 通常の事業の実施地域は鹿児島市内（当院半径 5Ｋｍ周囲内）とする。 



 

（サ－ビス利用に当たっての留意事項） 

１． サービスの提供を受けようとする利用者は、体調の異常や異変があればその旨申

し出てください。主治医が診療を行い、必要な場合、応急処置をとります。 

２． サービスの提供を受けようとする利用者は、リハビリテーションの器具等を取り

扱う際は、従事者の指示に従い、施設内の清潔保持や節水にご協力ください。 

３． 利用者は利用者同士お互いを尊重し、不和のないよう心がけてください。 

４． 利用者は私物には必ず名前を記入し貴重品や大金は持ち込まないよう予防にご

協力下さい。 

 

（非常災害対策） 

 非常災害に関しては、南鹿児島さくら病院で定めてある消防計画によるものとし、毎年２

回避難訓練を行う。 

 

 

（その他運営に関する重要事項） 

１、通所リハビリテーション従業者の研修 

介護職員等の従業者の資質向上のための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、

そのための業務体制を整備する。 

（１） 採用時研修 採用後３ヶ月以内 

（２） 継続研修  年１回 

２、秘密保持 

医師その他の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

  従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契

約の内容とする。 

３、苦情処理 

 事業者は、提供されたサービスについて利用者からの苦情を受ける窓口責任者及びその

連絡先を明らかにするとともに、利用者から苦情があった場合は、迅速かつ誠実に対応

する。 

４、 事故発生時の対応 

   サービス提供中、事故が発生した場合は、鹿児島市役所、利用者の家族及び居宅支援

事業所に連絡を行うとともに、南鹿児島さくら病院の医師、看護師等スタッフにより迅

速に対応する。また、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。 

５、 個人情報の保持 

   事業者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び



個人情報については、正当な理由がない限り、契約中および契約終了後においても第三

者には漏らさない。前項の規定にかかわらず目的外の利用をしないことを条件に、利用

者及び家族の個人情報についてサービス担当者会議等において居宅介護支援事業者、居

宅サービス事業者又は介護保険施設等に対し、情報提供できるものとする。 

   事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び、「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適

切な取り扱いに努めるものとする。 

６、 記録の整備 

事業者は、サービス提供の記録などを作成完了後、少なくとも５年間は適正に保存し、

利用者の求めに応じて閲覧に供し、あるいはその複写を交付する。 

事業者は、第６条に定めた契約の終了にあたって必要があると認められる場合は、利用

者の同意を得たうえで、利用者の指定する他の居宅介護支援事業者などへ、サービス提

供の記録などの写しを交付する。 

 

７、  虐待の防止のための措置 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するた

め次の措置を講ずるものとする。 

（１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施（年 1回以上） 

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

     事業所は市町村又は国民健康保険団体連合会が実施する調査等に協力するとと

もに、指導又は助言を受けた場合には必要な改善を行うものとする。 

（３）その他虐待防止のために必要な措置 

事業所はサービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、

速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 

８、  感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講ずるものとする。 

（１）感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施（年

2回以上） 

（２）その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置 

       事業所は南鹿児島さくら病院の感染対策指針に準ずる。 

 

９、  ハラスメント対策 



ハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策のため、次

の措置を講ずるものとする。 

 

１０、 業務継続計画について 

業務継続が困難にならないよう、別途「医療法人日章会の策定する業務継続計画」に

従って事業継続する。 

 

１１、 身体的拘束等の適正化について 

（１）利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体拘束等を行ってはならない。 

（２）身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状態並びに

緊急やむをえない理由を記録しなければならない。 

附則 

 この規定は、平成１2年 4月１日から施行する。 

平成 16 年 5 月 6 日より病院名変更。（南かごしま）日高整形外科病院→南かごしま日高病院 

平成 17 年 10 月 1 日よりＨ17 年 10 月改正に伴い食費を追加 

平成 18 年 3 月 1 日より通常の実施地域変更鹿児島市内→（鹿児島市内当院半径 20Ｋｍ周囲内） 

平成 19 年 6 月 1 日より利用定員 20 人→28 人に増員 

     〃   より営業時間午前 9：00～午後 3：30→午前 9：30～午後 3：45  

     〃   より営業日にお盆 8月 14日、15日を除くを追加 

平成 19 年 10 月 1 日よりその他運営に関する重要事項 3・4・5・6 追加 

平成 23 年 3 月 14 日より事業所名変更。南かごしま日高病院通所リハビリテーション→デイケア

さくら 

     〃    より事業所住所変更。鹿児島市宇宿１丁目 3－10→鹿児島市南郡元町 24

－15 

     〃    事業目標。非常災害体制について南かごしま日高病院→南鹿児島さくら病

院 

     〃    より利用定員 28 人→33 人に増員 

平成 24 年 4 月 1 日 より食事提供費 500 円に変更 

平成 27 年 8 月 1 日 よりサービス提供の記録を５年間、利用料の額は１割及び 2割に変更 

平成 29 年 2 月 1 日 より通常の事業の実施地域は鹿児島市内（当院半径 5Ｋｍ周囲内）と

する、利用定員及びサービス提供時間 2～5を追加 

平成 30 年 4 月 1 日 通所リハビリの利用料金追加 

令和 2 年 3 月 19 日 ５、個人情報の保持について追加 

令和 3 年 4 月 1 日  ７、虐待の防止のための措置、８、感染症の予防及びまん延の防止のため



の措置、９、ハラスメント対策について追加 

令和 6 年 4 月 1 日  １０、 業務継続計画について、１１、 身体的拘束等の適正化について 

追加 


